
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

を
利
用
し
て
納
付
さ
れ

る
使
用
料
、
手
数
料
、

売
払
収
入
及
び
雑
入
（
埼

玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の

博
物
館
、
埼
玉
県
立
さ

き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
、

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館

及
び
埼
玉
県
立
自
然
の

博
物
館
の
使
用
料
等
並

び
に
文
書
課
の
雑
入
を

除
く
。
） 

歳

入 

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
湊
町
一
丁
目
二

番
三
号 

株
式
会
社
ア
プ
ラ
ス 

代
表
取
締
役
社
長 

嶋
田 

貴
之 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
七
丁

目
四
番
一
号 

株
式
会
社
埼
玉
り
そ
な
銀
行 

代
表
取
締
役
社
長 

福
岡 

聡 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、 

 

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
六
年
十
月
一
日

か
ら
令
和
十
年
十
月

三
十
一
日
ま
で 

指

定

期

間 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
歳
入
の
納
付
に
つ
い
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指
定

納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

歳
入
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

                

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 


